
 令和 3年 9月 10日 

保護者様 

 横浜市教育委員会 

横浜市立新吉田第二小学校 

                       校 長   土 屋 俊 朗 

 

分散登校での教育活動の延長について 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 さて、分散登校は 9月 13日までの措置としておりましたが、現在の感染状況を踏まえて 9月 14

日から 10月１日まで継続することといたしました。 

なお、就業等の理由により、どうしても家庭での対応が困難な場合に限って行ってきた「緊急受

入れ」につきましても、分散登校の期間は継続いたします。 

 

 

 

 

 分散登校について 
〇 これまでどおり、学級を二つのグループ(出席番号で前半を A、後半を B)に分けて、一日交替

で登校します。登校日は、下記の登校予定表でお確かめください。 

〇 給食あり、5校時終了後 14：30下校です。 

 ・この期間は、1年生もすべて 5校時までといたします。 

 ・放課後キッズクラブ「区分 2」に登録している児童は、14：30からキッズの利用が可能です。 

〇 通常どおり登校班で登校します。 

〇 児童による清掃は、この期間は行いません。 

〇 活動は学級単位とし、全校や学年での活動は行いません。 

〇 タブレット PCを持ち帰り、家庭での学習に活用することがあります。「学校で学習」の日は、

タブレット PCをランドセルに入れて学校に持っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9月 14日(火) ～ 10月 1日(金)まで 

 

分散登校期間延長 

 

日にち 曜日 グループ 学校で学習 家庭での学習 Aグループ Bグループ

A 〇 ４組 1年生 3・4・5年生

B 〇 １年１組 1～17 18～34

A 〇 １年２組 1～18 19～36

B 〇 １年３組 1～18 19～38

A 〇 ２年１組 1～17 18～35

B 〇 ２年２組 1～17 18～35

A 〇 ３年１組 1～18 19～36

B 〇 ３年２組 1～19 20～37

A 〇 ４年１組 1～14 15～29

B 〇 ４年２組 1～14 15～29

A 〇 ４年３組 1～14 15～28

B 〇 ５年１組 1～19 20～38

A 〇 ５年２組 1～18 19～37

B 〇 ６年１組 1～19 20～38

A 〇 ６年２組 1～19 20～38

B 〇

A 〇

B 〇

A 〇

B 〇

A 〇

B 〇

A 〇

B 〇

29日 水

30日 木

※　A(前半)・B(後半)のグループ

　　分けは、これまでと変更はあり

　　ません。

10月1日 金

木

17日 金

22日

24日

27日

28日

水

金

月

火

分散登校　グループ登校予定表

9月14日 火

 ※　出席番号で前半(A)と後半(B)に分け、一日交替で登校    　　　　      ※　表内の番号は出席番号

15日 水

16日

火21日



 

 

 

 

対象  1～3年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業やその

他の理由により、どうしても家庭での対応が困難な場合 

※ 上記以外で、家庭で過ごすことが困難な場合はご相談ください。 

 

受付  8：10～8：20 職員玄関前にて行います。 

※ 緊急受入れに参加する日は、この時間内に保護者と児童が一緒に 

受付をしてください。 

※ 受付では毎朝、「健康観察」と「その日に確実に連絡が取れる電話

番号」を確認いたします。 

   終了時刻 14：30 

※ 放課後キッズクラブ「区分 2」に登録している児童は、14：30から                   

キッズの利用が可能です。 

〇児童の受入れが「緊急性を伴うもの」であることをご理解ください。自分の学級で過ごしま

すので、緊急受入れに参加する児童が多いと分散登校の意味がなくなります。「家庭での学

習」の日は、できる限り自宅で学ぶようお願いいたします。 

〇保護者の送迎をお願いいたします(自家用車による送迎は不可)。上記の受付時間内に、必ず

保護者の方とお子様が一緒に受付を済ませてください。 

〇途中からの参加はできません。給食は提供いたします。 

〇申し込みは「電子申請システム」にて行います。メール配信をご確認ください。 

本日(9/10)から 9/12(日)の 20：00までに申し込んでください。給食の食数を把握する関係

上、この期間内にお願いいたします。 

〇「緊急受入れカード(9/14～10/1)」を本校ホームページに掲載します。印刷してご記入の

上、可能であれば 9/13(月)に、受付にてご提出ください。緊急受入れの初日にご提出いただ

いても結構です。内容確認のため、受付の際に時間がかかりますこと、ご了承ください。 

〇「緊急受入れカード」を事前にご用意できない場合は、受入れの初日に受付にて保護者の方 

 にご記入いただきます。体調不良等の場合は速やかに迎えに来ていただきますので、確実に 

 連絡が取れる職場等の緊急時連絡先もご記入ください。 

〇毎朝検温し、健康状態に異常がないことを確認して「健康観察票」(現在使っている黄色の

用紙)にご記入の上、お子様に持たせてください。健康観察票の未提出や、風邪症状が見ら

れる場合は受入れできません。 

〇ご家族に発熱等の風邪症状がある場合も、受入れできません。 

〇日時等に変更があった場合は、電話にてご連絡ください。 

 

（新吉田第二小学校 電話 045-592-6905） 

 

 

 

 

     9月 14日(火) ～ 10月 1日(金)まで ※分散登校期間中 

 

緊急受入れ 



 

 

 

児童の健康状態の把握について 

 

〇 感染拡大防止にあたっては、児童の健康観察とご家庭での健康管理が重要となります。登

校前にご家庭で健康観察を行い、風邪症状(咳・喉の痛み、頭痛・発熱、腹痛、倦怠感等)

がある場合は登校を見合わせてください。 

 

〇 ご家族や同居の方に体調不良が見られる場合もお子様の登校を控えていただき、かかりつ

けの医療機関または感染症コールセンターにご相談の上、医療機関を受診してください。 

 

〇 児童本人、ご家族や同居の方が、新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、PCR検査等を受

ける必要が生じた場合には、検査結果が判明するまでの間、お子様の登校を控えていただ

きますようお願いいたします。 

 

〇 登校に際しては、健康状態を確認するため健康観察票(現在使っている黄色の用紙)をお子

様に持たせてください。 

 

〇 登校後、児童に発熱や体調不良が見られた場合は、速やかに迎えに来てくださいますよう

お願いいたします。 

 

  規則正しい生活を 

 

〇 感染拡大防止にあたっては、ご家庭の協力も不可欠です。免疫力を高めるためにも「家庭

での学習」の日も、規則正しい生活を送ることができるようお願いいたします。また、児

童生徒の健康について気になることがありましたら、ご遠慮なく学校にご相談ください。 

 

（新吉田第二小学校 電話 045-592-6905） 

その他 


